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個性を活かし自立した地方をつくる 

～地方分権改革の総括と展望～ 

（平成 26年６月 24 日地方分権改革有識者会議） 抄 
 

 

２ 具体的な改革の目指すべき方向 

（４） 重要な政策分野に関する改革 

 ③ 地域交通 

 

これまで地域交通分野に関しては、民間事業者が中心的な役割を果たす一方、

民間事業者ではカバーできない過疎地や移動制約者などの移動手段の確保の観

点から、地方公共団体が一定の役割を担ってきた。また、地域交通分野における

規制は、これまで道路運送法等により主に国が担っており、必ずしも地方分権の

取組は行われていなかった。 

そのような中、地域交通部会における調査審議を踏まえ、第４次一括法により、

これまで国の権限とされていた自家用有償旅客運送の登録等に関する事務・権

限について、希望する市町村への移譲を基本とし、移譲を希望しない市町村の区

域については、希望する都道府県にも移譲することとされた。この権限移譲は

「手挙げ方式」の先駆けであり、今後、市町村が積極的に移譲を希望することが

できるよう、国としても必要な支援を行うことが重要である。 

また、平成 26 年の地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正によ

り、地域の総合行政を担う地方公共団体が、まちづくり等の地域戦略と一体で地

域公共交通ネットワーク・サービスを提供できるよう、地域公共交通網に関する

計画の策定主体と位置付けられた。 

このように、地域交通分野においても、地方分権の進展が見られるところであ

り、地方公共団体としても、少子高齢化が進展する中、更に重要性を増す地域の

移動手段の確保に向けて、まちづくり・福祉等とも一体的に取組を進めていくこ

とが重要である。 
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参考資料２（１）　第54回提案募集検討専門部会・第３回地域交通部会（平成29年8月2日）資料　国土交通省提出資料
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